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企画提案書提出書

令和　　年　　月　　日　
熊本市長　　大　西　一　史　　宛

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　  

熊本市児童家庭支援センター運営事業業務委託プロポーザル実施要項に基づき、企画提案書及び関係書類を提出します。
なお、企画提案書及び関係書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約いたします。

· 企画提案書（様式第６号）
· 業務の実施体制（様式第７号）
· 業務実績書（様式第８号）
· 業務実績が有の場合は、契約書の写し
· 概算見積書


	連絡先

	担当部署名
	:
	

	担当部署住所
	:
	

	担当者名
	:
	

	電話番号
	:
	

	ファックス
	:
	

	電子メール
	:
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熊本市児童家庭支援センター
運営事業業務委託

企画提案書





提案者　　　　　　　　　　　　





（１）運営方針
	１　児童家庭支援センター運営に当たっての基本的な考え方

	＜記載事項＞
・所管予定地域における児童虐待の現状や課題
・児童家庭支援センターの運営方針

	









（２）業務処理体制
	２　児童に係る相談業務に関する知識、経験等

	＜記載事項＞
・これまでの児童に係る相談業務に関する実績
・支援実績がある場合は、具体的な対応方法や蓄積された知識等

	







	３　職員体制

	＜記載事項＞
・配置予定職員の確保の状況（職種、人数、経歴等）
・これから職員を確保する場合は、その方策や見込み
・配置する職員の有する資格、児童福祉事業の実務経験年数等
※勤務体制表を添付してください。

	






	４　職員の相談・支援等に関する技術向上への取組

	＜記載事項＞
・研修など、職員の技術向上に向けた業務体制における工夫、支援等

	







	５　個人情報保護の取組

	＜記載事項＞
・相談スペース等におけるプライバシー保護の工夫等
・相談記録等個人情報を含む書類やデータ等の管理方法等

	









	６　休日及び夜間、緊急時の対応及び支援体制

	＜記載事項＞
・児童家庭支援センターの設置（予定）場所　※位置図を添付してください。
・市内全域への支援を行うための迅速な対応に関する考え方
・休日及び夜間、緊急時の連絡方法や対応手順

	










	７　児童相談所、市町村、学校、警察その他関係機関との連携の確保

	＜記載事項＞
・関係機関との連携の方法及び体制

	







（３）事業内容
	８　地域・家庭からの相談対応

	＜記載事項＞
・計画的な援助実施を図るための体制及び方法

	






	９　区役所との連携

	＜記載事項＞
・区役所からの求めによる、要保護児童対策地域協議会等との共同の考え方
・要保護児童対策地域協議会等への支援体制及び方法

	





	10　児童相談所からの指導委託

	＜記載事項＞
・児童相談所との連携の考え方
・指導委託への支援体制及び方法

	






	11　地域住民等に向けた広報活動

	＜記載事項＞
・児童家庭支援センターの目的や利用方法の周知方法
・児童家庭支援センターの所在を明確にする工夫

	








（４）その他
	12　年間所要額
[bookmark: _Hlk217464304]※「仕様書5　業務内容　(5)　児童相談所の開所時間外における通告・相談対応、（6）　熊本市児童相談所からの受託による指導」業務を除く

		項　　目
	金　額（円）
	内　　　　　　訳

	


	
	

	


	
	

	


	
	

	


	
	

	小　　計
（Ａ）
	
	

	消費税額
（Ｂ）
	
0
	

	合　　計
（Ｃ）
	
	






	12　年間所要額
※「仕様書5　業務内容　(5)　児童相談所の開所時間外における通告・相談対応」業務分

		項　　目
	金　額（円）
	内　　　　　　訳

	


	
	

	


	
	

	


	
	

	


	
	

	小　　計
（Ａ‘）
	
	

	消費税額
（Ｂ‘）
	
	

	合　　計
（Ｃ‘）
	
	

	事業費総額
（Ｃ）＋（Ｃ‘）
	
	

	
	
	





· 委託事業費の配分について、可能な限り具体的に記載してください。
· 「仕様書」中「5　業務内容　(5)　児童相談所の開所時間外における通告・相談対応」業務については、消費税及び地方消費税課税事業であるため、当該事業内容にかかる経費については、その他の経費と区別して記入してください。
· 「仕様書」中「5　業務内容　(6)　熊本市児童相談所からの受託による指導」業務については、本契約からは支弁しないため年間所要額には含めないでください。
· 「消費税額（B）欄については、仕様書」中「5　業務内容　(5)　児童相談所の開所時間外における通告・相談対応」業務に係る経費のみ課税対象業務であることに留意の上、記入してください。
※　対象経費は、「児童虐待防止対策等総合支援事業費の国庫補助について（令和7年7月14日付けこ支虐第281号）こども家庭庁長官通知」を御参照ください。
※　行が不足する場合は、適宜追加してください。
